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第５回 こまえ桜まつり実施計画 

 

 こまえ桜まつりは、平成27年４月に市制施行45周年記念事業の一つとして始まったもので、

桜の名所である根川さくら通りを会場とし、事前の夜桜のライトアップや、当日は車両の通行

を止めて、誰もが安心して桜や飲食を楽しむことができ、狛江の魅力を市内外に広くＰＲする

ものである。 

 こまえ桜まつりは、第２回開催時より、市・町会、商店会や関係団体からなる組織を立ち上

げ、オール狛江のもとで取り組んでおり、市内外から人を呼び込むとともに、地域の絆、郷土

愛の醸成、にぎわいの演出を図るものである。 

 

１ 日程・会場  

■こまえ桜まつり 

【日程】平成31年４月７日（日）午前10時～午後４時 ※荒天の場合、中止 

【会場】根川さくら通り、多摩川住宅二棟中央公園 

 

 ■ライトアップ  

【日程】平成31年４月１日（月）～４月７日（日） 午後６時～８時 

    ※桜の開花状況によって時期は前後する。 

【会場】水神前モニュメント（西河原公園） 

 

２ 主催 こまえ桜まつり実行委員会、狛江市 

   （実行委員会） 

狛江市観光協会、中和泉町会、多摩川住宅イ号棟自治会、多摩川住宅二棟団地管理

組合法人、元和泉２・３丁目町会、ひかり商店会、根川地区センター運営協議会、

調布交通安全協会狛江連合支部、調布地区防犯協会狛江支部連合会 

協力 調布警察署、狛江消防署、小田急電鉄株式会社、小田急バス株式会社 

 

３ 実施内容 

【根川さくら通り会場】 

キッチンカーや市内団体による飲食の提供、オリンピック・パラリンピックＰＲイベ

ント、観光協会（花火大会）ＰＲコーナー、お囃子 

【多摩川住宅ニ棟中央公園（サブ会場）】 

キッズエリアとして、ＦＣ東京ドロンパふわふわドームやキックターゲット、バルー

ンアートショー 
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４ 交通規制 

【日程】平成31年４月７日（日） 午前８時～午後６時 

【区間】根川さくら通り 

多摩川住宅南口（交差点）～ 多摩川住宅東（交差点）約400ｍ 

 

５ 迂回路の実施 

（１）路線バス経路の変更 

根川さくら通りの交通規制（午前８時～午後６時）の間、小田急バス狛01系統のバス

停「西和泉」、「多摩川住宅南口」（根川さくら通り）の使用を中止する。 

 

※迂回路・臨時バス停の設置 

小田急バス狛01系統は、出発点から多摩川住宅東の一つ手前の交差点イ-13 号棟前

を右折し、六郷さくら通りとの交差点まで進み左折。臨時バス停を多摩川住宅ニ-10 号

棟西側付近に小田急バスが設置。 

 

（２） 住宅地の迂回 

車を敷地から移動する手段として、根川さくら通りを利用する場合、事前に通行許可

証を発行し、当日誘導を行う。 

   →中和泉４丁目23番地域（約15世帯）、多摩川住宅二棟駐車場、ソシア多摩川 

 


